
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
居

宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
事
業
所

の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在

地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
四

○
廃
川
敷
地
等
の
公
示
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
河
川
砂
防
課
）
…
四

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
五

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
警
察
本
部

会

計

課
）
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（

同

）
…
八

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

青
森
県
報
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第
五
百
十
六
号

令
和
四
年九

月
二
十
八
日

（
水
曜
日
）



変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・

シ
ョ
ウ

青
森
市
筒
井

字
八
ッ
橋
一

三
八
二
の
一

六

居
宅
療
養

管
理
指
導

三
本
木
薬

局

十
和
田
市
西

十
二
番
町
一

七
の
三

令
和四･
七･
一

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・

シ
ョ
ウ

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

居
宅
療
養

管
理
指
導

み
さ
わ
市

民
薬
局

三
沢
市
大
字

三
沢
字
堀
口

一
六
四
の
五

〃

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

変
更
前

株
式
会
社

あ
う
ら

青
森
市
大
字

駒
込
字
桐
ノ

沢
一
九
の
四

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ

す
な
ろ

む
つ
市
大
畑

町
新
町
一
三

〇

四･
四･
一

変
更
後

む
つ
市
松
原

町
二
の
二

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
ン
ケ
ア

お
い
ら
せ

薬
局

上
北
郡
お
い

ら
せ
町
上
前

田
二
一
の
七

四･
七･
一

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

居
宅
療
養

管
理
指
導

三
戸
薬
局

三
戸
郡
三
戸

町
大
字
川
守

田
字
沖
中
一

〇
の
六

〃

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

青
森
県
告
示
第
五
百
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を

変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

み
さ
わ
市

民
薬
局

三
沢
市
大
字

三
沢
字
堀
口

一
六
四
の
五

令
和四･
七･
一

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
ン
ケ
ア

お
い
ら
せ

薬
局

上
北
郡
お
い

ら
せ
町
上
前

田
二
一
の
七

〃

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

三
戸
薬
局

三
戸
郡
三
戸

町
大
字
川
守

田
字
沖
中
一

〇
の
六

〃

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

青
森
県
告
示
第
五
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

一
般
社
団
法

人
権
利
擁
護

あ
お
い
森

ね
っ
と

弘
前
市
大
字
鉄

砲
町
二
の
二
グ

ロ
ー
リ
ア
初
穂

三
二
〇
号

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
あ

お
い
も
り

弘
前
市
大
字
鉄
砲

町
二
の
二
グ
ロ
ー

リ
ア
初
穂
三
二
〇

号

令
和三･
六･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字
末

広
二
丁
目
四
の

三

弘
前
市
大
字
末
広

二
丁
目
四
の
三

青
森
県
告
示
第
五
百
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

有
限
会
社
ハ
ー

ベ
ス
ト

弘
前
市
大
字
川
先

四
丁
目
三
の
三
一

ハ
ー
ベ
ス
ト
居
宅

支
援
事
業
所

弘
前
市
大
字
川
先

四
丁
目
三
の
三
一

令
和四･
五･三一

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

あ
う
ら

青
森
市
大
字

駒
込
字
桐
ノ

沢
一
九
の
四

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ

す
な
ろ

む
つ
市
大
畑

町
新
町
一
三

〇

令
和四･
四･
一

変
更
後

む
つ
市
松
原

町
二
の
二

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
ン
ケ
ア

お
い
ら
せ

薬
局

上
北
郡
お
い

ら
せ
町
上
前

田
二
一
の
七

四･
七･
一

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

居
宅
療
養

管
理
指
導

三
戸
薬
局

三
戸
郡
三
戸

町
大
字
川
守

田
字
沖
中
一

〇
の
六

〃

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
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の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
ン
ケ
ア

お
い
ら
せ

薬
局

上
北
郡
お
い

ら
せ
町
上
前

田
二
一
の
七

令
和四･
七･
一

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

変
更
前

有
限
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
浜
田

一
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

三
戸
薬
局

三
戸
郡
三
戸

町
大
字
川
守

田
字
沖
中
一

〇
の
六

〃

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
・
ケ

ア

青
森
市
緑
一

丁
目
二
三
の

一
三

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地

を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

一
般
社
団
法

人
権
利
擁
護

あ
お
い
森

ね
っ
と

弘
前
市
大
字
鉄

砲
町
二
の
二
グ

ロ
ー
リ
ア
初
穂

三
二
〇
号

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
あ

お
い
も
り

弘
前
市
大
字
鉄
砲

町
二
の
二
グ
ロ
ー

リ
ア
初
穂
三
二
〇

号

令
和三･
六･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字
末

広
二
丁
目
四
の

三

弘
前
市
大
字
末
広

二
丁
目
四
の
三

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

一
般
社
団
法

人
あ
ん
し
ん
平
川
市
猿
賀
南
田

八
〇
の
二
四

短
期
入
所
あ
ん
し
ん
の

家
本
町

平
川
市
本
町
南
柳

田
四
〇
の
八

令
和四･一〇･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川
堤
川
水
系
横
内
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

青
森
市
大
字
四
ツ
石
字
下
川
原
二
五
の
二
地
先

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

原
野

八
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

田
子
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
通
作
条
件
整
備
事
業
（
過
疎
基
幹
）
）
計
画
を
変
更
し
た
の

で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

田
子
町
役
場

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

航
空
隊
ほ
か
十
二
施
設
で
使
用
す
る
電
気
の
供
給

契
約
電
力

千
三
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト

予
定
使
用
電
力
量

三
百
三
十
一
万
六
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

東
北
電
力
株
式
会
社

青
森
支
店

青
森
市
港
町
二
丁
目
一
二
の
一
九

六

落
札
金
額

八
千
七
百
三
万
千
六
百
五
十
三
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続
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十
二
か
月
の
総
額
に
お
け
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
四
年
七
月
十
三
日

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

お
ぐ
ま
ひ
と
美
後

援
会

古
村

一
雄

田
中

道
靖

青
森
市
花
園
一
丁
目

七
の
一
四

令
和四･
五･
二

参
政
党
青
森
支
部

西
脇

な
つ
き

上
野

周

黒
石
市
大
字
高
賀
野

字
高
田
一
一
〇

四･
六･一三

い
が
ら
し
せ
い
ゆ

う
後
援
会

三
浦

喜
代
誠

五
十
嵐

秋
美

弘
前
市
大
字
八
幡
字

北
原
二
二
の
七

四･
六･二二

木
村
龍
悦
後
援
会

木
村

龍
悦

小
野

康
高

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
矢
沢
字
福
本
一
の

一

四･
七･二六

太
田
ま
さ
ゆ
き
後

援
会

畑
山

親
弘

米
沼

一
夫

十
和
田
市
元
町
西
二

丁
目
一
三
の
五
〇

四･
八･
八

工
藤
夕
介
後
援
会

工
藤

夕
介

工
藤

茂
樹

青
森
市
新
田
二
丁
目

二
五
の
一
七

四･
八･一九

金
谷
勝
後
援
会

金
谷

英
仁

葛
西

光
昭

五
所
川
原
市
大
字
高

野
字
広
野
五
九
の
二

七

四･
八･二二

和
田
祐
治
後
援
会

和
田

祐
治

和
田

友
里

五
所
川
原
市
大
字
漆

川
字
浅
井
八
の
九

四･
八･三〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県

た
ば
こ
耕
作
支
部

（
髙
橋

光
保
）

代

表

者

髙
橋

光
保

壬
生

博
久

令
和四･
五･二六

会
計
責
任
者

熊
林

正
美

髙
橋

光
保

立
憲
民
主
党
青
森
県

第
３
区
総
支
部

（
田
名
部

匡
代
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
安
方
二
丁

目
五
の
一
〇

弘
前
市
大
字
萱
町

三
九
の
一

四･
五･三〇

自
由
民
主
党
野
辺
地

町
支
部

（
岡
山

義
廣
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
野
辺
地
町

字
助
佐
小
路
四
の

一
七

上
北
郡
野
辺
地
町

字
浜
掛
六
一
の
八

四･
六･
一

代

表

者

岡
山

義
廣

熊
谷

晴
雄

四･
六･
一

会
計
責
任
者

山
口

浩
司

中
谷

豊
志
逸

四･
六･
一

自
由
民
主
党
青
森
県

参
議
院
選
挙
区
第
一

支
部
（
齊
藤

直
飛
人
）

会
計
責
任
者

長
谷
川

卓
央

成
田

陽
光

四･
八･一七
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参
政
党
青
森
支
部

（
西
脇

な
つ
き
）

政
治
団
体
の

区
分

政
党
の
支
部

そ
の
他
の
政
治
団

体
の
支
部

四･
八･一九

一
以
上
の
市

町
村
等
の
区

域
を
単
位
と

し
て
設
け
ら

れ
る
支
部

○

四･
八･一九

自
由
民
主
党
柏
支
部

（
田
中

透
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

つ
が
る
市
柏
桑
野

木
田
福
山
四
二
の

二

つ
が
る
市
柏
鷺
坂

村
留
三
二
の
五

四･
八･二二

代

表

者

田
中

透

木
村

慎
一

四･
八･二二

会
計
責
任
者

神

郁
夫

柴
谷

修
次

四･
八･二二

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

須
藤
尚
人
と
新
し
い

大
鰐
を
つ
く
る
会

（
二
川
原

和
男
）

代

表

者

二
川
原

和
男

山
口

龍
也

令
和四･
四･
一

会
計
責
任
者

須
藤

尚
人

福
田

清
春

四･
四･
一

全
国
た
ば
こ
耕
作
者

政
治
連
盟
青
森
県
支

部（
髙
橋

光
保
）

代

表

者

髙
橋

光
保

壬
生

博
久

四･
五･二六

会
計
責
任
者

熊
林

正
美

髙
橋

光
保

四･
五･二六

追
風
海
後
援
会

（
齊
藤

直
飛
人
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

四･
五･二七

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

参
議
院
議
員

四･
五･二七

公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類（
第
二
号
）
齊
藤

直
飛
人
、

参
議
院
議
員

四･
五･二七

蛯
沢
正
雄
後
援
会

（
前
野

達
夫
）

会
計
責
任
者

大
鹿

武
彦

石
岡

貫

四･
六･
一

山
田
年
伸
後
援
会

（
吹
田

昭
蔵
）

代

表

者

吹
田

昭
蔵

成
田

孝
昭

四･
六･
五

青
森
問
屋
町
政
経
ク

ラ
ブ
（
西

秀
記
）

会
計
責
任
者

赤
坂

晃

藤
本

和
夫

四･
八･
一

工
藤
秀
一
後
援
会

（
髙
阪

司
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

平
川
市
碇
ヶ
関
古

懸
門
前
五
二
の
一

九

平
川
市
碇
ヶ
関
古

懸
門
前
四
九
の
一

四･
八･一一

代

表

者

髙
阪

司

柴
田

友
一

四･
八･一一

会
計
責
任
者

工
藤

幸
子

佐
々
木

清
則

四･
八･一一

下
沢
育
男
後
援
会

（
下
沢

育
男
）

会
計
責
任
者

松
倉

肇

西
山

善
治

四･
八･二一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県
八
戸
市
第
五
支
部

熊
谷

雄
一

令
和
四･
五･三一

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

成
田
裕
一
後
援
会

成
田

裕
一

令
和
四･
六･三〇

山
崎
力
心
暖
会

北
山

一
衛

四･
六･三〇
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橋
本
な
お
み
後
援
会

松
岡

弘

四･
七･一五

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

工
藤

夕
介

青
森
市
議
会
議

員

工
藤
夕
介
後
援
会

青
森
市
新
田
二
丁
目

二
五
の
一
七

令
和四･
八･一九

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

齊
藤

直
飛
人

追
風
海
後
援

会

公
職
の
種
類

参
議
院
議
員

青
森
県
議
会

議
員

令
和四･
五･二七

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

令
和
四
年
九
月
一
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る

数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
五

項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
六
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
一
、
三
八
四

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
三
三
、
六
四
九

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
二
四
七

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
〇
一
七

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
三
四
二

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
三
〇
三

人

上
北
郡
選
挙
区

二
六
、
九
三
五

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
八
、
五
七
九

人

青
森
市
選
挙
区

七
八
、
八
八
五

人

弘
前
市
選
挙
区

四
八
、
〇
九
四

人

八
戸
市
選
挙
区

六
三
、
三
九
九

人

黒
石
市
選
挙
区

九
、
二
五
一

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
八
、
三
一
三

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
〇
五
〇

人
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三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
六
三
六

人

む
つ
市
選
挙
区

二
〇
、
〇
一
八

人

つ
が
る
市
選
挙
区

八
、
九
四
一

人

平
川
市
選
挙
区

一
一
、
三
九
四

人
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青
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長
島
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目
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式
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